
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００４ KSC ＃５ 

初島レース 

 

追加帆走指示書 
 

２００４年９月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜＜２００４ＫＳＣ共通帆走指示書を再規定する項目のみを記述する＞＞ 

 
主催：JSAF加盟団体 外洋三崎 

運営：JSAF加盟団体 外洋三崎・油壺フリート 

 



JSAF 外洋三崎 

2003 KSC #5 初島レース 追加帆走指示書 

１．適用規則 

1-1  2004KSC#5初島レース実施要項及び追加帆走指示書 

1-2  2004KSC特別規定、KSC共通実施要項及び共通帆走指示書 

1-3  海上衝突予防法 

1-4  JSAF外洋特別規定 2003-2004 

1-5  セーリング競技規則2001-2004 （RRS ） 

1-6  IMS2004及びIMS レギュレーションズ（IMS2004） 

1-7  ORCクラブ ハンディキャップルール 

1-8  JSAF 外洋レース規則－2000（第08条は本レース通信指示書におきかえる） 

＊ 上記1-1～1-8に矛盾が生じた場合は、1-1が優先される。 

 

２．参加資格 

 

2-1  有効な 2004 年版 IMS 計測証書を有し、IMS レギュレーションズ 2004 のレーサー、またはクルーザー／レーサー

のディビジョンを満足している LOA 7.5m 以上の艇。アコモデーションノンファイルドの艇には、IMS レギュレ

ーションズ 2004 は１章と２章のみ適用する。（IMS ルールブックはレース中、艇内に常備していること） 

2-1  有効な ORC クラブの計測証書を有し、LOA 7.5m 以上の艇。 

2-2  JSAF 外洋特別規定 2003－2004 オフショアレース カテゴリー ４以上を確認申請済みの艇。 

2-3  有効な船舶検査証を有する艇でかつ、JSAF 本部の登録艇。 

2-4  レース期間中以下の付保範囲を持つ有効な保険を有している艇。 

2-5-1 賠償責任保険 

2-5-2 搭乗者傷害保険（全乗員分） 

2-5-3 捜索救助費用保険 

 2-6 以下のKSCシリーズ特別規定の装備を満足している艇。 

2-6-1 JSAF 外洋特別規定 2003-2004 の“第４章０４．１及び０４．２”の規定を満たし、取り付け後１年以内の

ものであること。 

2-6-2 セイフティハーネスは最新のもので、ハーネスラインは２ｍ以内でかつラインの両端がクリップ仕様のも

の。 

2-6-3 全乗員は離岸してから着岸するまでの間、有効な浮力を有するライフジャケット（JSAF 外洋特別規定

2003-2004 の第 5 章 05.1 に規定するもの）を着用しなければならない。ただし、船室内においてはこの

限りではない。 

＊1. 全乗員の 1/2 以上の定員を有する検査有効期限内のライフラフトの搭載を強く推奨する。 

＊2. 乗組員全員のパーソナル高輝度ランプか、ストロボライトを携帯することを強く推奨する。 

 2-7 無線設備が以下の条件を満たしている艇。 

2-7-1 JSAF 海岸局に加入し同海岸局と通信ができる（Ch71、74 が免許状に記載されている）ＶＨＦ無線通信局

（国際 VHF）を開局している艇。 

2-7-2 VHF 無線通信局を開局していない艇は、相模湾全域で使用できる 2台以上の携帯電話でも認める。 

2-7-3 携帯電話を用いる場合は以下の装備と条件を満たす事。 

2-7-3-1 携帯電話を収容出来るウオータープルーフのバッグ。 

2-7-3-2 艇内の電源から携帯電話のバッテリーを充電出来る装置の搭載。 

2-7-3-3 携帯電話の電話番号をレース委員会に通知すること。 

  ＊携帯電話での運用は携帯電話用外部アンテナの設置を推奨する。 
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 2-8 乗員資格   

2-8-1 オーナーと艇長は2004年度JSAF外洋系会員であること。 

2-8-2 乗員の51％以上は2004年度JSAF 外洋系会員であること。 

2-9 オープン参加 

正当な理由があって有効なレーティング証書を取得できずKSCに参加できない艇は、上記適応規則（1-6、1-7を除

く）と参加資格（2-1、2-2を除く）を順守しレース委員会が認めた場合は、オープン参加艇としてレースにエン

トリーを認める。なお、オープン参加の艇については、RRS５１と同５２は適用しない。 

 

３．競技者に対する通告 

競技者に対する通告は、レース本部前に設置された公式掲示板により行なう。 

尚、参加艇各マリーナにＦＡＸするが、ＦＡＸ送付に関する救済要求は認めない。 

 

４．帆走指示書の変更 

4-1 2004年9月18日08:00までに公式掲示板に掲示する。 

4-2 RRS８８．２(c)により、海上での帆走指示書の変更は口頭で行う。 

 

５．レース旗及びクラス旗 

5-1 レース旗；レース艇はＪＳＡＦクラブ旗・レース旗の順に掲揚し、チェックインから自艇のレースが終了する

までレース旗の下辺がデッキより 1.5ｍ以上の高さになるよう掲揚する事。 

5-2 クラス旗；クラス旗は使用しない。 

 

６．スタートエリア 

スタートエリアは小網代沖とする。 

 

７．コース  

小網代沖－初島（反時計廻り）－網代埼灯浮標（右に見て）－小網代湾（約４９ﾏｲﾙ） 

 

８．マークの種類 

使用するマークは黄色円筒形のインフレータブルブイとする。 

 

９．スタート 

 9-1  チェックイン 

参加艇はメインセールを揚げ、Ｌ旗を掲揚した本部船または運営艇後方を右側に見て通過し、出走および乗員数

の確認を受けなければならない。 

 9-2  スタート予告信号  ９月１８日（土）０９：５５ 

 9-3  スタート方式 

スタートは RRS２６、を適用する。 全クラス同時スタートとし、予告信号はＪＳＡＦ大バージ旗を用いる。 

RRS２９．１及び２９．３は”スタート・ラインのコース・サイドにある場合を”スタート・ラインの両端と最初の
マークとで作られる三角形の内側にある場合”に置きかえて読むものとする。 
RRS３０．１は”スタート・ライン又はその延長線上のコース・サイドにある場合”を”スタート・ラインの両端と
最初のマークとで作られる三角形の内側にある場合”に置きかえて読むものとする。 
スタート信号後２０分を超えてからスタート・ラインを横切ってもスタートとは認めない。 

 

１０．スターティングライン 
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スターティングラインはアウターマークとＪＳＡＦ大エンサインを掲揚した本部船のマストを結ぶ線とする。 

 

１１．運営艇 

本部船（「コルバッチⅡ」Ｕ－31 ﾜﾝｵﾌ 白ハル）には ＪＳＡＦ大エンサインを掲揚する。その他の運営艇にはＪＳＡ

Ｆ小クラブバージを掲揚する。 

 

１２．公式日の出、日没時刻 

12-1  公式の日没時刻は 9月 18 日 17:44 及び日の出時刻は 9月 19 日 05:27 とする。 

12-2  日没から日の出までの間は、海上衝突予防法を適用し、RRS 第 2 章は適用しない。 

 

１３．フィニッシュライン 

13-1  小網代湾口に停泊している運営艇(ヨット)のＪＳＡＦ大エンサイン旗を掲揚したマストと アウターマーク(黄

色円筒形ブイ)との見通し線とする。 

13-2  夜間は、運営艇には停泊灯と赤灯 2 ｹを縦に点灯する。ｱｳﾀｰﾏｰｸには赤白交互点滅のｷｾﾉﾝﾗｲﾄを点灯する。 

13-3  夜間フィニッシュする場合は、フィニッシュの約５分前までに発光信号Ａ符号の連送（・―・―・―）により

予告すること。また、フィニッシュ時には自艇のセールナンバーを照射すること。ケブラーセール・ブラック

セール艇は光が反射し確認できないため、運営艇に対しセール番号を音声により申告しなければならない。 

 

１４．失格に代わる罰則 

14-1  RRS 第２章の規則違反に対し、７２０度回転のペナルティーを適用する。 

14-2  RRS 第２章以外の規則違反の失格に代わる罰則として、早すぎるスタートをし、定められた方法でリコールを

解消しなかった艇については、ＯＣＳに代えてタイムペナルティーとして５パーセントが所要時間に課せられ

る。 

14-3 レース参加艇同士が夜間に出会った場合、海上衝突予防法が適用される。ここで風を受けるげんが確認できず、

自艇が被権利艇か否かが分からない場合、他の艇を避けなければならない。（海上衝突予防法第１２条１項三

号）また、被権利艇が権利艇の航路権を侵して、それを被権利艇が認めた場合（海上衝突予防法第１２条１項

一号及び二号の違反）は RRS４４．１及び４４．２に準ずる扱いとする。 

 

１５．タイムリミット 

９月１９日（日） ００：００ 

上記タイムリミットまでにフィニッシュできなかった艇は DNF となる。これは RRS３５を変更するものである。 

 

１６．航跡図への記入 

初島灯台を MAG. ０°に確認した時刻、フィニッシュ時刻、自艇の航跡、その他必要事項を正確に記入しなけれ

ならない。 

 

１７．無線通信 

17-1  VHF71ch 及び申告された 2台の携帯電話を使用する。ただし、定時ロールコ－ルは行わない。 

17-2  2004KSC 共通帆走指示書付則-1 の通信規定に従い運用すること。 

17-3  定められた通信を行わなかった場合は２０パーセントの順位ペナルティーを課す。 

 

１８．レース本部と公式掲示板 

場  所：油壷ヨットハーバー（㈱三崎マリン） 

設置期間：2004 年 9 月 18 日 06:00～9 月 19 日 02:00 

連 絡 先：電話  ０９０－２３２７－３７１７ 

ＦＡＸ ０９０－２３３８－４３５１  

 

１９．レース役員  レース実行委員長 和久井 喜治郎 

レース委員長    浅野 英武 
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